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民衆による「社会的抵抗」の現代的意義 

―「文化大革命型の政治運動モデル」と近年の「群体性事件」― 
 

山本恒人 
 
 

 
はじめに 

 
愛知大学 ICCS 国際シンポジウム「三つの

世代を越えて見えて来るもの：文革世代、六

四世代、そして八〇后世代へ」において、筆

者が行った報告「『文化大革命』の限界と、

なおそれが今日に問いかけるもの」は、本来、

次のような構成をもつものであった。 
Ⅰ．中国の経済社会の現状 
１．中国の社会階層の分析 
２．警戒ラインを超えるジニ係数（2010 年） 
３．下位階層は労働者・農民層 
４．経済格差是正の展望 
Ⅱ．中国の現状は市場化がもたらしたのか、

歴史通貫的なものなのか。 
１．毛沢東体制と資本蓄積構造 
２．「毛沢東支配下の現実的矛盾」（楊曦

光）と「文化大革命」 
３．底辺層の造反とその抑圧；毛沢東崇拝

の下での一党独裁体制の再生 
４．楊曦光→李一哲→魏京生→６・４→零

八宣言 
５．「文化大革命」克服の道；現共産党一

党独裁体制と毛沢東体制は異質か 
しかし、時間的制約を考慮するとともに、

現代的な「社会的抵抗」の根拠を強調するこ

とを重視し、当日の報告を上記Ⅰに限定する

ことにした。また、筆者がコメントを担当し

た南開大学歴史学院・江沛教授のご報告「伝 

 
 
統価値、社会問題視野下的中国“文化大革命”」
は、実は上記Ⅱの内容にかかわるものであっ

た。それゆえ、本稿では江沛教授報告に対し

て筆者が行ったコメントを本稿１に全文再録

し、その重要な論点を明らかにしたうえで、

以下、それとの関連で筆者が予定していた報

告Ⅰ、Ⅱの全体像を論ずることにしたい（注

１）。 
 
１． 問題の所在－江沛教授の指摘（注２） 

 江沛教授は、大変スケールの大きな視点を

提示された。一つは、伝統的価値体系として

の「華夏中心主義」とそれを思想的、道徳的

背景とする民族主義の問題である。「文化大

革命時期は中国を世界革命の中心とする新

しい華夏中心主義であった」という視点は、

私にとって新鮮なものであった。また、鄧小

平の改革開放政策とそれによって世界第二の

経済大国となった結果、日清戦争以来２０世

紀末まで続いた「日本を中心」とする東アジ

アの国際関係は、「中国を中心」とする東ア

ジアの国際関係の時代に変わろうとしている。

このような日本と中国との競争関係が日中関

係悪化の背景となっており、民族主義と道徳

中心主義の高揚期を迎えている、との指摘も

重要であり、同感する。 
 日本のある啓蒙主義の学者（内田樹）は次

のように指摘している（注３）。いわゆる領

土問題における鄧小平による「棚上げ論」に

論文 
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ついて、「これはどんな政治家にでも言える

言葉ではない。政権基盤が安定しており、補

償問題・領土問題でどのような譲歩カードを

切っても、それによって国内の統制が乱れる

不安のない強い政治家にしか言うことのでき

ない言葉である。どこの国でも領土問題の炎

上と鎮静は政権の安定度と相関する」。江沛

教授は、世界第二の大国となった現在、中国

の政権は鄧小平のような抑制的姿勢は時代遅

れと考えていると、判断されるか、あるいは

現在の中国の政権も「華夏中心主義」と無縁

ではありえない、と考えておられるのであろ

うか。 
第二は、江沛教授の「文化大革命型の政治

運動モデル」についてのご指摘は正しい。「全

ては革命のため（一切為了革命）」の名のも

とにあらゆる暴乱行為を許すというのは全く

の誤りである、と筆者自身も考える。ただ、

筆者は「文化大革命型の政治運動モデル」と

いう場合、権力闘争と結びついた政治動員形

式の問題点として「文化大革命型の政治運動

モデル」と概括するのは正しいとしても、そ

のように概括することによって、とくに「下

層民衆による異議申し立て」それ自体に対す

る積極的評価が抜け落ちてしまってはならな

い、と考える。下からの「下層民衆による異

議申し立て」がなぜ暴力行為になってしまっ

たかという問題は、上からの政治動員と密接

にかかわっているが、「下層民衆による異議

申し立て」の発生と社会運動としての独自の

存在意義を検討する課題は残る。 
第三に、「中国模式」に対する江沛教授の

批判的視点は私も同感であるし、「資源分配

不均等、利益分配失衡、収入分配不公」が今

日のキー問題であるとのご指摘は極めて重要

である。上で述べた文化大革命時期の「下層

民衆による異議申し立て」というのはこのキ

ー問題とかかわる問題である。「資源分配不

均等、利益分配失衡、収入分配不公」が、な

ぜ開明的な改革・開放の時代にこのように存

在し、拡大しているのか。現在も民衆が至る

ところで「異議申し立て」を行っていること

に対して、政権はなぜかくも鈍感であるのか、

という問題である。 
筆者は薄熙来等による「毛沢東時代」への

回帰の風潮は支持できない。文化大革命時期

の「下層民衆による異議申し立て」と改革・

開放の時代の民衆による「異議申し立て」の

共通性と相違性を明らかにするとともに、政

権がこれらに対して鈍感であり続ける根拠を

解明していくことの重要性を痛感している。  
 客体化されてきた民衆が、意思決定および

それにもとづく行動の主体となることと、江

沛教授が 後に指摘された「人権、自由、民

主」が中国に根付き、花開くこととは全く同

一の過程なのである。 
 
２． 文化大革命における「下からの異議申し 

立て」・「社会衝突」的側面 

 

毛沢東支配下の現実的矛盾と対峙した存在 

筆者の文化大革命分析は、もちろん文化大

革命を肯定するためのものではない。中国の

政権や日本の多くの研究者が立つ「文化大革

命＝権力闘争」論が持つ一面性に強く反発す

る議論なのである。筆者の基本的視点は、文

化大革命の「下からの抵抗あるいは革命」的

側面、および「社会衝突」的側面の分析抜き

に文化大革命を総括することからは、二度と

文化大革命を再生させないという保証は、生

まれえないというところにある。 
筆者の文化大革命に対する固有の分析は次

のようになる（注４）。1966 年末から 67 年

初めにかけてのいわゆる「権力奪取」局面で、

文革派の支持を受けた「紅色労働者造反総団」

（臨時工・契約工造反組織）という超過激集

団が労働部と全国総工会を占拠し、双方の幹

部を吊し上げるとともに、臨時工制度が労働
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者階級を分裂させる資本主義復活の制度だと

して、当局に「臨時工制度撤廃」通告を作成

させ、全国に飛行機で搬送し、労働現場を大

混乱に陥れた事件は象徴的な事件である。こ

れをきっかけに文革は も血生臭い局面へと

突入していった。まさに「合理的低賃金制」

が大量化した底辺層の反乱である。探せばほ

かにも、国有・計画制度の枠組みに収めきれ

ず、過酷な労働と生活環境に追いこまれてき

たさまざまな国民層が文革をきっかけに一斉

に不満と要求を噴出させているという情報が

溢れ出てくる。すでに改革開放路線に歩みだ

していた中国共産党は、文革は毛沢東によっ

て引き起こされ、人民を大きな厄災に巻き込

み、おびただしい犠牲を生み出した誤りと総

括していたが、筆者は一面を正しく摘出して

いることを認めつつ、大きな違和感を覚えた

のである。中国共産党の文革総括は大きな意

味で「権力闘争」視点であるが、筆者の文革

論は「社会衝突」視点だといえる。農村と農

業に対しては国家投資を回避して自力更生を

求めるばかりか資源流出を強制し、都市にお

いてのみ計画経済と国有企業内福祉制度を平

等と公平の名のもとに適用し、それに収めき

れない諸層を枠外底辺層として酷使してきた

ことは、都市と農村、都市内部にさまざまな

利益対立構造を生み出し、一触即発の政治的

緊張を累積していたのである。 
2300 万人の餓死者を生み出した大躍進政

策の実行と失敗は、中兼和津次によれば「あ

くまでも毛沢東個人のユートピア主義こそが、

彼の絶大なるカリスマ性を背景に実現したも

のである」（注５）といった粗略なものとな

る。これに比べれば、小島麗逸が分析したよ

うに、国家から見放された農民が凶作地を中

心に集団的労働投資（無償の人海戦術）で水

利灌漑施設の建設運動を起こし、自力で農業

の生産条件を変え、生存的危機を突破しよう

とし、それに触発された毛沢東が全国に号令

し、ありとあらゆる建設運動が巻き起こり、

耕地労働が引き抜かれた結果、農業生産が破

綻しただけでなく、いわゆる全国計画が吹っ

飛び、全国経済の大混乱に帰結したと考える

べきである（注６）。何億という民衆の大躍

進へのなだれ込みが、毛沢東の個人的な資質

やカリスマ性にもとづく誘導によってのみ生

じうると捉えるのは余りにも素朴に過ぎると、

言わざるを得ない。 
ともあれ、筆者は「1960 年代において中国

社会主義が直面していた課題を，劉少奇も，

また毛沢東も掌握することに失敗していたの

であって」、「諸層の造反はそれ自体として

すでに権力闘争の域を越え、『体制』批判の

領域に実質的に踏み込むものだったのである。

担った犠牲の大きかった階層ほど造反が徹底

していたが，その中から人民中国史上初めて

下から形成された全国的大衆組織が登場した

のである。しかしこれらの組織的造反の発展

も、ほとんどが奇しくも 1967 年 2 月 17 日に

転機を迎え，2 月 25 日をもって一斉弾圧の対

象とされた。この弾圧も『毛沢東の道 』に外

ならぬことを悟って初めて，自らを苦しめて

きた現実的矛盾が実は『毛沢東支配下の現実

的矛盾』であることを、『省無聯』（湖南省

無産階級革命派大聯合委員会）のように知る

ことになる。」という視点を提示することが

できたのである（注７）。  
楊曦光は、中央文革小組によって弾圧され

る直前に、「中国はどこへ行く？」（1968 年

1 月）を執筆し、「毛沢東支配下の現実的矛

盾」を指摘して（注８）、各層に大きな反響

を呼んだ。その基本的な趣旨は、「毛沢東支

配下の現実的な矛盾を批判」し、文化大革命

の徹底をよびかけるものであった。文化大革

命の徹底が事態の真の解決を導くのかどうか

という問題は別として、毛沢東と文革派が勝

利しつつあった時に、中国の本当の問題を提

起しえたというのは彼の知性の秀逸さをもの
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がたっており、民主化運動の先駆けとなった

李一哲の大字報「社会主義における民主と法

制」、「北京の春・民主の壁」運動、第 1 次

天安門事件、第 2 次天安門事件、 近の零八

宣言に至るまで深い影響を与え続けているの

である。ここに言う本当の問題とは、結論の

みいえば、「共産党一党独裁下の社会主義体

制が国民にいかに困難を強いるか」にほかな

らない。 
 
単位間の公民権獲得競争の展開 
以上のような筆者の視点に対して、同じ時

期の中国の過程を社会学的方法によって分析

したのが楊麗君である。楊は党政一体化体制

の担い手としての「単位」制度と国家が社会

を究極までコントロールする方法となった戸

籍制度を重視する。「単位」は国家以外に資

源を再配分する権利を持つ唯一の組織であり、

国家と「単位」、「単位」と個人の間に依存

関係を作り出すと同時に、「単位」間に公民

権の獲得競争が生じ、「単位」内部では国家

代理人と成員との間に「パトロン・クライア

ント」の関係を発生せしめる。このようにし

て国家権力が社会に浸透し、その結果公的領

域が拡大される一方で私的領域が圧縮され、

社会領域が公有化されていった（注９）。こ

れによってもたらされたものは、新官僚特権

階級の成立、集権化による社会の積極性の弱

体化、さまざまな社会的抵抗（農村の騒擾、

労働者のスト、知識人の不満）の増大、個人

の国家に対する依存度の上昇、である。以上

のような問題を解決するために毛沢東は分権

を志向するようになり、経済的分権としての

大躍進政策を展開することになった、と指摘

する（注 10）。 
要するに、ここで確認されなければならな

いことは、文化大革命前夜までに「毛沢東支

配下の現実的矛盾」すなわち「共産党一党独

裁下の社会主義体制が国民に強いた困難」が

多領域に渡って存在したこと、それが一方で

は「『単位』間に公民権の獲得競争」を生み

出すととともに、他方では「さまざまな社会

的抵抗（農村の騒擾、労働者のスト、知識人

の不満）」を増大させていたことである。 
 

３．文化大革命期における暴力拡大の要因 

 

政治動員と集団的暴力 

文革以前には社会的混乱には至らなかった

公民権の獲得競争が、なぜ文革期に歯止めの

きかない大混乱をもたらしたのか、楊麗君は

その原因として制度化の度合いの低さを指摘

している。国家、社会、国家社会の相互作用

のいずれにおいても制度化の度合いは低かっ

た。法制の欠如や毛沢東のカリスマ的権威へ

の依存は一旦政治的混乱に陥ると、社会的安

定維持の装置としての国家的機能が弱体化さ

れる。社会の自治能力が低ければ公民権の獲

得競争は国家の政治動員を舞台として派閥を

形成することによって担われる。国家と社会

の相互作用もそれが制度化されていなければ

社会の政治参加のチャネルは閉ざされ、権力

の乱用を抑制するメカニズムも生まれない。

こうして政治動員が派閥間の公民権の獲得競

争を無政府化し、無政府状態の下での派閥間

の衝突が集団的暴力行為を極限化していった

のである、と分析している（注 11）。 
文化大革命とその暴力形態を以上のように

とらえる楊麗君は、改革・開放期の変化を次

のように概括する。①私的領域の存在と発展

を国家が容認し、それにより国家と社会が一

体化する制度的空間配置が解体されたこと。

②私的領域の存在と発展により、社会成員は

公的領域だけでなく私的領域でも公民権がえ

られるようになったこと。③国家機構、国家

法制、共産党内部の制度など国家制度の成熟

と社会の制度化の進展（半政府的とはいえ社

会団体の自主権の増大）、国家と社会の相互
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作用における制度化（基層レベルでの人民の

政治参加、幹部任前公示制度）による民意の

反映の進展。④政治動員の廃止などに現われ

ている、と評価している（注 12）。このよう

な制度的環境の変化によって、「文革と類似

する形態の社会運動の再発はすでに不可能」

（注⒔）となり、「新たな形態の社会運動を

生み出す土壌」が形成されている。国家再建

過程における今日の社会問題は、①都市と農

村に錯綜する収入配分の格差、②官僚の汚職

問題、③イデオロギーの後退による「信仰の

危機」、④非国営企業の増加にもとづく労使

紛争に代表される（注 14）。 
こうして、楊麗君は制度的な空間配置の変

化は社会運動を毛沢東期の政治動員型から変

化させ、①社会的自発性、②区域性と分散性、

③抗議対象の多様化といった特徴を備えるも

のに変化しつつある、と言う。改革はかつて

のような混乱をもたらす制度的要因をコント

ロールすることによって「新たな社会運動を

もたらす制度的要因」を作り出した。しかし、

「新しい社会運動の発生は政治・経済改革を

促進するパワーになりうる」のである（注 15）。 
楊麗君の分析は、「政治動員」と「暴力拡

大」との関係を明らかにしている。国家体制

は制度化の度合いが低く、法治は望むべくも

ない。社会は自治能力が低い状態の下で、公

民権獲得競争（資源の希少性という制約のも

とで、公民としての認知、公民としての権利

の確保、公民としての権利の拡大を求める公

民間の競争）は国家による政治動員という舞

台で、当初は政治動員への対応力をめぐって

争われる。その対応力は派閥の形成と拡大と

によって強化される。国家体制の間に権力闘

争が発生すると、派閥は権力闘争の担い手と

結びつくことによっても強化される。権力闘

争の肥大化によって、国家体制に無政府状態

がもたらされると派閥間の競争と衝突は、必

然的に派閥間の集団的暴力行為へと極限化し

ていくのである。 
 

全国的大衆組織の登場と圧殺 

しかし、これは「単位」を形成しえた社会

組織とその構成メンバーについては該当して

も、もともと「単位」ですら形成しえなかっ

た諸層には当てはまらない。「国有・計画制

度の枠組みに収めきれず、過酷な労働と生活

環境に追いこまれてきたさまざまな国民層」、

言い換えれば「２等・３等公民」にとっては、

国家体制の無政府状態化は国家・計画制度の

従来の枠組みを解体し、公民としての基本的

地位を回復する絶好の機会だったのである。

この運動は国家権力によって厳禁されてきた

下から形成された「全国的大衆組織」によっ

てしか展望は切り開かれない。こうして行動

し始めた「全国的大衆組織」は文革小組によ

る認知を得、「奪権闘争」という極限的暴力

の担い手となり、結果的に文革小組による「文

革総仕上げ」に加担し、その挙句に、共産党

一党独裁体制再編の道筋で一挙に葬り去られ

てしまったのである。 
国有・計画制度の枠組み内部にあった「単

位」とその構成メンバーの運動であれ、その

枠組みから疎外されていた諸層の運動であれ、

彼らの「社会的抵抗」と暴力への傾斜が「政

治動員」と深く関連していたことは確かであ

る。その意味で、江沛教授が「文化大革命型

の政治運動モデル」と概括され、その運動の

特徴を「暴乱行為」とされたことは正しい。

しかしながら、もし「政治動員」がなかった

とすれば「毛沢東支配下の現実的矛盾」すな

わち「共産党一党独裁下の社会主義体制が国

民に強いた困難」は望ましい方向性と形態と

をもって解決に向かったのであろうか。筆者

はその可能性は極めて小さいと考えている。 
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公民権の確立と社会的抵抗の脱暴力化と

の関係性 
以上のことから、先ず、国民諸層全般の公

民権の確立は上から与えられるものではなく、

また公民権は階層的区分（「出身血統主義」）

や社会的差別（戸籍制度等）とは無縁のもの

であり、さらに政治動員への参加によって認

知されるものでもなく、国民諸層にとって所

与のもの、すなわち生まれながらにして備わ

る権利でなければならない。それは法治社会

の成立と不可分のものなのである。これが欠

如するところには必然的に「社会的抵抗」が

生まれ、増殖することになる。改革・開放後

の制度的空間の変化を評価して、楊麗君は「文

革と類似する形態の社会運動の再発はすでに

不可能」となり、「新たな形態の社会運動を

生み出す土壌」が形成されている、と楽観的

な展望を提示しているが、筆者はそう願いつ

つも問題解決はスタートラインに立ったに過

ぎないと考えている。 
 

４． 激増する群体性事件とその背景 

貧富の格差拡大と群体性事件 
 

2012 年に全国で発生した「群体性事件」（騒

乱事件）は 18 万件に上るという（注 16）。

その中心を占めるのは土地の強制収用に抗議

する農民の関わる事件である。 
 「群体性事件」多発の背景にあるのは、言

うまでもなく貧困と貧富の格差の拡大である。

世界銀行は 2011 年レポート「貧困削減：ブラ

ジル、中国、インド比較」で、1981－2005 年

の間に、3 カ国とも、1 日 1.25 ドル以下で暮

らす絶対貧困層の対総人口比率は低下してい

るが、その程度は、中国 84％⇒16％、ブラジ

ル 17％⇒8％、インド 60％⇒42％と、中国の

パフォーマンスが際立っている、と評価して

いる。まさに改革・開放以降、中国政府が進

めてきた「貧困削減プロジェクト」の成果だ

といえよう（注 17）。しかし、同時にこの数

字は中国にはなお2億80万人の絶対貧困人口

が存在することを教えている。絶対貧困人口

や分厚い低所得層の存在は貧富の格差を拡大

させている。2012 年 12 月、西南財経大学・

人民銀行金融研究所はジニ係数が 0.61（2010
年）に達しているという驚くべき共同調査結

果を発表した（注 18）。これに対し、2013
年１月、国家統計局が 12 年ぶりにジニ係数の

公表に踏み切ったが、2010 年 0.481、2012 年

0.474 とこれも警戒ライン上の厳しい数値と

なっている（注 19）。表１は世界銀行が 2008
年に発表した 2004 年の中国のジニ係数 0.469
と、そのもとでの所得階層別の所得占有度で

ある。 
表１．中国のジニ係数：2004年46.9％
　　　　　　　同ジニ係数のもとでの所得の階層別シェア

Ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅ share of income
Lowest     10％ 1.6
Lowest     20％ 4.3
Second     20％ 8.5
Third        20％ 13.7
Fourth      20％ 21.7
Highest    20％ 51.9
Highest    10％ 34.9
出所． 2008 World Development Indicators/the World Bank  

 
これによれば、上位 20％の所得階層が全所

得の過半を占有しているのに対し、下位 20％
の所得階層は全所得のわずか 4.3％を分け合

っているに過ぎないことが分かる。 
 その結果、楊継縄の研究によれば中国の社

会階層は表２のようになる。 
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表2．中国社会階層モデル表〔20世紀末〕
―割合と人数は経済活動従事者総数7億9243万人（2008年）に占める各階層の人数と割合―

割合 人数（万人） 職種と地位
上級階層 1.5% 約1200 政府トップ（8.66）、国有銀行・大型事業単位責任者（8.38）、大企業経営者（8.10）

私有大企業経営者（7.82）

上・中級階層 3.2% 約2500 科学思想芸術高級知識人（7.40）、中・高級幹部（7.02）、中企業経営者（6.24）

私有中企業経営者（6.34）、外資系企業管理職（6.32）、国家独占産業中企業

管理層（6.24）

中級階層 13.3% 約10500 一般工程技術者・科学研究従事者（5.52）、一般弁護士（5.90）、大学・高校教師（5.52）

一般文芸従事者（5.88）、一般ジャーナリスト（5.88）、一般機関幹部（5.54）、一般企業

中下層管理人員（4.64）、小型私有企業経営者（5.34）、個人工商業者（4.98）

下・中級階層 68.0% 約56000 生産第一線ワーカー（3.24）、農民工（2.24）、農民（2.14）

下級階層 14.0% 約11000 都市部レイオフ労働者・失業者（1.62）、農村困難家庭（１）

注記．①職種毎の（）内の数値は、「資産」、「権力」、「社会的評価」のそれぞれで最下級の「農村困難家庭」を１とした場合の係数を出し、

　　　　　３つの係数を加重平均した数値である。「上級階層」は7.82～8.66、「中・上階層」は6.24～7.40、「中階層」は4.64～5.90、「中・下

　　　　　階層」は2.14～3.24、「下階層」は１～1.62、とされている。

　　　　②「事業単位」とは中国独特の区分で、国家機関でもなく、国有企業でもない国営事業、具体的には教育・衛生・報道・文化事業

　　　　　等を指す。

　　　　③一般機関幹部は国・地方政府機関、党、社会団体等の中下層人員を指す、一般公務員を指す。レイオフは一般に国有企業改

　　　　　改革過程でリストラされ、転職できなかった事実上の失業者のこと。

出所．楊継縄『中国当代社会階層分析』江西高校出版社、2011年、351頁、「表15-1」が大きな表の為、筆者の責任で「職種と地位」欄を

　　　　簡略に加工し、作図した。  

 
この階層表は、全国就業者総数の 82％を占め

る生産第一線に従事する労働者・非正規労働

者・農民・農民工（その総数 6 億 7000 万人）

を底辺に、まさに中国には「ピラミッド型」

の社会が形成されていることを示しており、

2013年 2月 5日国務院がゴーサインを発した

「所得分配改革」に関する文件が指摘するよ

うに、中間が分厚い「オリーブ（橄欖）型」

の社会への編成替えが切実に求められている

のである（注 20）。 
 ところで、絶対的貧困人口の減少と経済格

差拡大の同時進行とはどのような関係にある

のであろうか。それは一言でいえば、貧困人

口の減少の一方で貧困が再生産されていると

いうことにほかならない。 
 
現代中国における貧困の再生産 
農村における貧困というと、辺境地域や山

岳高地など劣悪な自然条件にある地域、少数

民族地域がクローズアップされがちであるが、

農村一般地域における貧困の再生産にも着目

しなければならない。中国の農村土地所有制

度は「集団的土地所有」という不安定な制度

であり、本来的には個々の農民の集合体とし

ての土地所有という意味である。しかし、現

実にはその集合体は村民委員会であったり、

郷鎮企業であったり、協同経営体であったり

する。往々にして、農民全体の意思とは別の

ところで、集団を僭称する一部の人々が地方

政府や企業体と結託して土地収用や売却を行

っているのである。そこでいつの間にか耕作

地を取り上げられる農民が生まれる。現在、

土地を失った失地農民は 4000～5000 万人に

達しており、今後 2030 年までに 1 億 1000 万

人に達すると見込まれている（注 21）。論理

的には、彼らは都市化の波に呑まれていくと

いう想定であるが、失地農民の多くは就業が

困難で、社会保障にも恵まれない状態にある。

そもそも、土地譲渡金は地方政府の予算外収

入の主要ルートであり、低価格で収用され、

開発によって生み出された利益は 15 兆元に

も達しているが、そのうち補償金として農民

の手に渡ったのは５％に過ぎないのである

（注 22）。 
 都市でも貧困は再生産される。1990 年代末

の国有企業改革で断行された前代未聞の「リ
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ストラ・プロジェクト（再就業工程）」によ

って約 3000 万人が国有企業従業員という地

位を失った。しかし、かれらの転職には困難

が伴い、転職に成功する場合もほとんどが非

正規就業で、農民工の大量流入と並んで中国

の都市に非正規就業群を拡大したのである。 
 経済成長すれば貧困は自動的に消滅すると

いうのが過りであるのと同様に、「貧困削減

による底上げ」が続いていけば、いずれ貧し

かった地域も北京・上海・天津のようなレベ

ルになり、経済格差は消滅するというような

議論は誤りであり、経済格差もまたそれを是

正していくための独自の対応が必要だという

ことなのである。市場経済がもつ不安定性が

貧困を再生産する必然性にも注目していかな

ければならない。 
 本稿の１で筆者は次のように述べた。江沛

教授の「資源分配不均等、利益分配失衡、収

入分配不公」が今日のキー問題であるとのご

指摘は極めて重要である。前述した文化大革

命時期の「下層民衆による異議申し立て」と

いうのはこのキー問題とかかわる問題である。

「資源分配不均等、利益分配失衡、収入分配

不公」が、なぜ開明的な改革・開放の時代に

このように存在し、拡大しているのか。現在

も民衆が至るところで「異議申し立て」を行

っていることに対して、政権はなぜかくも鈍

感であるのか、という問題なのである。 
 
理性獲得に向かう社会的抵抗と究極的には

暴力に依存する政権 
 地方政府による農民の土地に対する強制収

用と開発が多大の富を生み出し、それに絡ん

だ不正、汚職と腐敗が特権階層を生み出して

いることは、中央政府は知り尽くしている。

この地方政府の成長主義が金融リスクの温床

となっていることも周知の事実である。これ

らに対し、適度に調整を加えてリスクを回避

し、安定確保に努めるという手法も手の内の

ものと考えられているのであろう。しかし、

この過程で公民の富の源泉ともいうべき土地

と労働に対する権益が日々侵犯されている結

果、経済格差が拡大しているのである。もっ

とも重要なことは中国の庶民がすでに問題の

所在を知り抜いていることにある。法治社会

の未成熟の象徴ともいうべき戸籍制度によっ

て「先富」の外部におかれ、さらに土地喪失

の危機にさらされている農民、出稼ぎ農民と

して「2 等市民」に甘んじなければならない

農民工はもとより、都市に成熟する市場経済

の真っただ中で、生活・環境・生命を守る公

民としての権利を主張し始めている都市民も

含めて、国政の主体的存在として目覚めつつ

あるかれら国民諸層は、すでに問題の所在を

知り抜いているのである。「群体性事件」の

激発はこのことをこそ物語っているのである。 
 このような「社会的抵抗」もしくはその萌

芽は、文化大革命以前にも文革当時にも存在

した。公民としての権利が損なわれるところ

に「社会的抵抗」は不可避だからである。文

革当時との大きな違いは、彼らがもはや「政

治動員」という舞台を必要としないことであ

る。それだけ「社会的自治」能力が高まって

いるのである。情報化社会の進展もこの過程

を加速している。これに対して政権のほうは

どうか。「群体性事件」の発生に対して、政

権の側が真っ先に取った対応は旧態依然たる

ものであった。弾圧体制の先行である。自然

災害・事故災害・公共衛生事件・社会安全事

件を対象とする「国家応急預案体系」が国務

院「国家突発公共事件全体応急預案」（2006
年 1 月）をはじめ，中央軍事委員会などでも

着々と整備されている（注 23）。「群体性事

件」は常に権力構造と対峙せざるをえず、多

くの場合、公安さらには人民解放軍によって

ねじ伏せられるのであるが、次第に法律をは

じめ理性的性格を習得しつつあり、社会的抵
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抗が成長しているのに対して、政権側こそ暴

力をテコに対応しようとしているのである。 
 
おわりに 
 楊麗君は、改革・開放期における制度的空

間配置の変化は社会運動を毛沢東期の政治動

員型から「①社会的自発性、②区域性と分散

性、③抗議対象の多様化といった特徴を備え

るもの」に変えつつある、と指摘していた。

確かに楊麗君の指摘は、現在の「群体性事件」

のもつ重要な特徴を浮かび上がらせている。 
それでは、楊麗君が指摘する制度的空間配置

の変化とはどのようなものであろうか。改め

て引くと、①私的領域の存在と発展を国家が

容認し、それにより国家と社会が一体化する

制度的空間配置が解体されたこと。②私的領

域の存在と発展により、社会成員は公的領域

だけでなく私的領域でも公民権がえられるよ

うになったこと。③国家機構、国家法制、共

産党内部の制度など国家制度の成熟と社会の

制度化の進展（半政府的とはいえ社会団体の

自主権の増大）、国家と社会の相互作用にお

ける制度化（基層レベルでの人民の政治参加、

幹部任前公示制度）による民意の反映の進展。

④政治動員の廃止、であった。ここでも確か

にそれ以前の制度的空間置配置の狭小性、固

定性、未成熟に比べて、民意の発露にとって

の有意性をもった変化が認められよう。しか

し、このような制度的空間配置の下でなお公

民の権益が損なわれ、「群体性事件」が激増

していることこそ、われわれが解明しなけれ

ばならない課題なのである。 
現在の中国の制度的空間配置において も欠

如しているのは、政権の意思決定とその行使

に対して、国民が客体的な立場に止め置かれ、

意思決定の主体に成りえないばかりか、政権

の判断に誤りがあった場合にもそれを批判し、

その意思決定を覆す権限を持ちえないでいる

ことである。国家権力の意思と国民の意思と

の相互交通を保証する制度的機能が欠如して

いるが故に、「群体性事件」が絶えないので

ある。 
改革派のある人士（呉暁霊）は次のように

指摘している。「中国には市場の見えざる手

よりも、政府の見える手が多すぎます。政府

は公平な競争環境を整え、貧しい人の生活を

保障するのが大きな仕事です。企業や庶民が

自分でやれることは、任せるべきです。今の

社会は矛盾がとても多い。政府が 13 億人のあ

らゆることを管理しようとするのは限界があ

ります。庶民が築いた（地域コミュニティー

などの）組織と向き合うほうが話し合いや妥

協もしやすい」（注 24）。この指摘は「群体

性事件」の発生までに問題を解決する現実的

道筋を示して、説得的であり、広く実行に移

されるべきである。しかし、より重要なこと

は、国家権力の意思と国民の意思との相互交

通を保証する制度的機能が欠如した体制であ

ることを政権の側が自覚すること、そしてそ

の欠落を根本的に補正する究極の政治改革に

着手することである。「社区」や官製団体（党

の外縁団体）・半官製諸団体（NPO・NGO を

含む）を対話と協議の対象とすることを評価

しないわけではないが、政権のあらゆるレベ

ルで「群体性事件」の当事者と対話し、協議

を重ね、意思決定とその是正に、彼らの意思

を取り込んでいくことが何より求められてい

るのである。それこそが政治改革の実質なの

である。 
50 年代、60 年代の中国も、文革期の中国も、

その後の中国も、 大の問題は国民、人民が

客体化されているところにある。前衛党の指

導の絶対性、前衛党の無謬というのは幻想で

しかない。意思決定の主体、意思決定された

政策、方針の実行主体は国民大衆であり、公

民なのである。 
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